
2 0 2４年 度 釧 路 市 職 員 採 用 試 験 案 内 

  ●総合職【土木、建築】（大学卒業程度・短大卒・高校卒）   ●総合職【幼稚園教諭・保育士】  

●総合職【管理栄養士】  

▷ 受 付 期 間◁  ２０２４年１２月１１日（水）～２０２５年１月１０日（金） 
 
１ 受験区分、採用予定者数、受験資格 

 
２ 業務内容 

職 種 業 務 内 容 

総合職【土木、建築】 
住宅都市部、都市整備部、上下水道部等に配属され、当該職種に関連する工事の設計、施工管
理、施設の維持管理などの業務を行います。 

総合職【幼稚園教諭・保育士】 保育園、児童発達支援センター、幼稚園等に配属され、幼児保育などの業務を行います。 

総合職【管理栄養士】 
保育園や医療機関、介護福祉施設等、医療の現場から地域社会まで幅広い場面において、健康
維持や病気予防に貢献する業務のほか、行政実務を行います。 

 

３ 試験日時・試験会場、試験科目、合格発表 

試 験 日 ・ 試 験 会 場 試 験 科 目 合 格 発 表 

2025年1月15日（水）～1月23日（木） 

各自テストセンターで受検 
筆記試験（SPI3） 

2月中旬 
2025年1月27日（月） 

釧路市役所（釧路市黒金町7丁目5番地） 
面接 

※ 注意事項 
(1) 今年度中に同一職種の試験を受験した方は申込みできません。 

(2) 同時に募集しているジョブリターン・ジョブリスタートとの併願はできません。 

(3) 申込みできる受験区分は1つに限ります。また、申込み後に受験区分の変更はできません。 

(4) 日本国籍を有しない方も受験できますが、従事できる業務に制限があります。 

(5) 地方公務員法第16条各号に規定するいずれかに該当する方は、この試験を受験できません。 

(6) 短大卒の受験について 

受 験 区 分 採用予定者数 受      験      資      格 

総
合
職 

土木 5名程度 

● 大学卒業程度：以下の全ての要件を満たすこと 
１ 1994 年 4 月 2 日以降に生まれた方 
２ 学校教育法に定める大学（短期大学を除く）もしくは高等専門学校を卒業の方もしくは2025年3

月までに卒業見込みの方またはこれと同等の資格を有すると認められる方 
３ 当該区分の専門課程を専攻の方 

● 短大卒：以下の全ての要件を満たすこと 
１ 1996 年 4 月 2 日以降に生まれた方 
２ 学校教育法に定める短期大学もしくは高等専門学校を卒業の方もしくは2025年3月までに卒業見
込みの方またはこれと同等の資格を有すると認められる方（ただし、大学を卒業及び卒業見込みの
方を除く） 

３ 当該区分の専門課程を専攻の方 

● 高校卒：以下の全ての要件を満たすこと 
１ 1998 年 4 月 2 日以降に生まれた方 
２ 学校教育法に定める高等学校を卒業の方もしくは2025年3月までに卒業見込みの方またはこれと
同等の資格を有すると認められる方（ただし、大学または短期大学を卒業および卒業見込み（同等
の資格を有すると認められる場合を含む）の方を除く） 

３ 当該区分の専門課程を専攻の方 

建築 若干名 

幼稚園教諭・
保育士 

若干名 

以下の全ての要件を満たすこと 
１ 幼稚園教諭免許及び保育士資格の両方を取得しているか2025年3月末までに取得する見込みの方 

（再授与を含む） 
２ 1980 年 4 月 2 日以降に生まれた方 
３ 特定登録取消者に該当しないこと 

管理栄養士 若干名 
以下の全ての要件を満たすこと 
１ 管理栄養士免許を有する方または2025年3月末までに管理栄養士免許を取得見込の方 
２ 1980 年 4 月 2 日以降に生まれた方 



① 2年制以上の専門学校等卒業者については、短大卒と同等と認められる場合のみ「短大卒」で受験できます。この場合、別紙1により学校 

の証明書をPDFファイルにして、申込時に添付してください。第１次試験の合格後、証明書の原本を提出していただきます。 

(7) 高校卒の受験について 

① 1年制の専門学校等卒業者（卒業見込含む）については、「高校卒」で受験できます。 

② 2年制以上の専門学校等卒業者については、短大卒と同等と認められない場合のみ「高校卒」で受験できます。この場合、別紙2により学校

の証明書をPDFファイルにして、申込時に添付してください。第１次試験の合格後、証明書の原本を提出していただきます。 

(8) 受験資格の確認のため、面接時に卒業証明書（卒業見込みの方は見込証明書）を提出していただきます。 

(9) SPI3は「コミュニケーション力」「思考力／判断力」「新しい知識の吸収力」「応用力」などの基礎能力検査と性格検査で構成されています。 
 
４ 申込方法および受付期間 

申 込 方 法 

以下のいずれかの方法により申込をしてください。 
(1) 釧路市職員採用試験申込システムからの申込 
釧路市ホームページ内にある「釧路市職員採用試験申込システム」にアクセスしてください。申込手順は同ページ

内にある「釧路市職員採用試験申込システム申込手順」を参照してください。 
(2) 採用サイトの釧路市ページ（https://public-connect.jp/employer/16077）にアクセスし、 
申込に必要な事項を入力してください。 
 ※右記QRコードからもアクセスすることができます。 
※インターネットで申し込むことができない場合は総務部職員課にご相談ください。 

受 付 期 間 

2024年12月9日（月）～ 2025年1月10日（金） 

※1月10日（金）午後11時59分まで申込可能ではありますが、締切直前は、サーバーが混み合うことなどにより申込に時間が

かかる恐れがありますので、余裕をもって早めに手続きを行ってください。 

受験申込から 

試験までの 

流れ 

(1)  職員課  受付期間終了後、受検者へ「筆記試験受検案内」と「受験票」を送付 

         ⇩  ※ 1月15日（水）までに受検案内が届かない場合は、ご連絡ください。 

(2)  受験者  市からの受検案内メールを受信後、テストセンターＩＤを取得 
         ⇩ 

(3)  受験者  テストセンター会場を予約 ※「前回結果送信」機能を利用することができます。 
         ⇩ 

(4)  受験者  自宅等で性格検査を受検 
         ⇩ 

(5)  受験者  1月15日から1月23日の間に予約したテストセンター会場で基礎能力検査を受検 
          ⇩ 
(6)  受験者  1月27日（月）に釧路市役所にて面接試験を受験 
 
※１ テストセンターの会場予約は、常設または臨時会場の中から都合の良い会場を1つ、日時は指定された期間の中で都合の良

い1日を選択してください。 
※２ 各会場の席数には限りがあるため、受検案内メール受理後、速やかに手続きを行ってください。 

テストセンター受検の際は、会場予約時に発行される「受検票」（市から発行される「受験票」とは異なります。）及び「顔
写真付き身分証明書」による本人確認がありますので、忘れずに持参してください。 

※３ テストセンター受検に関する詳細は、こちらをご確認ください。（https://www.spi.recruit.co.jp/testcenter/） 
 
５ 合格から採用まで 

(1) 合格者は、2025年度職員採用候補者として名簿登録され、2025年4月1日以降に採用されます。ただし、職員の欠員等により、2025年3月31日以

前に採用される場合があります。また、補欠合格者は、2025年度職員採用補欠候補者として名簿登録され、合格者の辞退等により欠員が生じた場

合に採用されます。 

(2) 受験資格がないことや受験するにあたって不正がなされたことが判明した場合は合格を取り消します。また、受験区分において要件とされる資

格・免許等を取得見込の方で、その資格・免許等が取得できなかった場合は採用されません。 
 
６ 待遇 

(1) 勤務時間 

午前8時50分～午後5時20分（完全週休2日制） 

※勤務箇所によって、勤務時間及び週休2日制の実施方法が異なる場合があります。 

(2) 給 与（2024年4月現在） 

・ 初任給基準  大学卒・大学卒業程度 196,200円、短大卒 179,100円、高校卒 166,600円 

・ 諸 手 当  通勤、扶養、住居手当等（毎月支給） 

期末・勤勉手当（6月、12月支給）    

寒冷地手当（11月～3月支給） 

(3) 休暇制度 

年次有給休暇は1年に20日（4月採用者）付与されます。そのほか夏季・結婚・出産休暇等があります。 

(4) 人材育成 

一般研修（新規採用職員研修、階層別研修）、特別研修（関係省庁派遣研修、道内外研修機関派遣研修）など 

(5) 福利厚生制度 

・ 共済組合  病気・負傷・出産・災害などに対する給付や各種年金給付、住宅資金等の貸付、宿泊施設の利用などがあります。 

・ 福利厚生会   生活資金等の貸付、指定店割引、契約宿泊施設の利用料金補助などがあります。 
 
７ 問合先 
 

釧 路 市 総 務 部 職 員 課 
 〒085-8505 釧路市黒金町 7 丁目5 番地  TEL（0154）31 - 4511（直通） 
 釧路市公式ホームページアドレス  https://www.city.kushiro.lg.jp/ 

 

※初任給は、年齢・前歴等による加算や、給与改定等により変わる場合

があります。諸手当はそれぞれの支給要件に応じて支給されます。 


